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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボウル部を有する便器本体上面に固定された後ベースプレートと、
　便器本体の上面に固定されたプレートと、このプレートに対して固定及び離反可能であ
り、前記後ベースプレートの後方位置において第１の回動軸回りに回動自在に連結され、
前方が便器本体上面より上昇可能なプレートと、を有する前ベースプレートと、
　前記後ベースプレート上に設置され便器本体へ供給する水を貯水するタンクと、
　前記前ベースプレート上に設置され人体局部を洗浄する局部洗浄機構と、
　給水源からの水を前記タンク又は前記局部洗浄機構の一方へ給水する、途中に分岐接続
部を備えた第１の給水管と、
　前記第１の給水管の前記分岐接続部に接続され、前記タンク又は前記局部洗浄機構の他
方へ給水する第２の給水管と、
　前記タンクと、前記局部洗浄機構と、前記第１の給水管と、前記第２の給水管とを覆う
ケーシングと、
を備え、
　前記第１の給水管と前記第２の給水管とは、前記分岐接続部の軸心である第２の回動軸
周りに回動自在に接続されており、
　前記第１の回動軸と前記第２の回動軸とは同一軸線上に配置されていることを特徴とす
るトイレ装置。
【請求項２】
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　前記前ベースプレートに形成された一対の給水軸受け部と、前記第１の給水管と前記第
２の給水管に夫々形成された給水管回動軸とを備え、この給水管回動軸を前記給水軸受け
部に嵌め込むことで、前記第１の給水管と前記第２の給水管とは、前記第２の回動軸周り
に回動自在に構成されており、
　前記第１の給水管と前記第２の給水管の内、前記タンクに給水する給水管は、前記前ベ
ースプレートの上方に、この前ベースプレートの上昇時に干渉しない空間を隔てて配置さ
れていることを特徴とする請求項１記載のトイレ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、便器を洗浄する洗浄水を貯水した洗浄水タンクと、人体局部を洗浄する局部
機能とを内蔵したトイレ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　トイレ装置において、便器の洗浄タンクへのタンク給水配管から局部洗浄装置への分岐
給水配管を分岐して給水することが一般的であり、その給水構造として、先行文献１に記
載れているように、局部洗浄装置の移動にとなって分岐給水配管を移動可能としたものが
知られている。
【０００３】
　この先行文献１に記載された給水機構においては、分岐給水配管の一部にフレキシブル
管を用いると共に、便器給水配管に対する分岐給水配管の向きを変更可能とすることで、
タンク給水配管に対する分岐給水配管の連結状態を解除することなく、局部洗浄装置を移
動させることができ、便器本体上面と局部洗浄装置との間の隙間の清掃性を向上させるこ
とが可能である。
【０００４】
　ところで、近年、トイレ装置の意匠性の向上のために、便器の洗浄タンクと局部洗浄機
能とを一体的に収納したタンク一体型のトイレ装置が発売されており、このようなトイレ
装置においては、その重量が重くなってしまい、トイレ装置を移動させることが困難であ
り、便器本体上面との隙間の掃除性に劣るという課題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開平７-２５０７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　便器上面の清掃性を向上させるために、タンク一体側のトイレ装置において、便器洗浄
タンクと局部洗浄機能部とを覆うカバーを取り外し、その状態で先行文献１のように局部
洗浄機能部のみを移動可能とすることで、便器本体のボウル部に近い便器本体上面を露出
可能とすることで清掃性を確保することも考えられるが、その場合、分岐給水配管の移動
性を確保するためには、分岐給水配管の一部に屈曲した状態でフレキシブル管をカバー内
に収納しておく必要が生じ、その収納スペースを確保するために、トイレ装置が大型化し
てしまうという問題があった。
【０００７】
　そこで本発明においては、タンク一体としたトイレ装置において、トイレ装置をコンパ
クトに構成でき、また、分岐給水配管とタンク給水配管との連結状態を解除する必要がな
く、便器本体上面とトイレ装置との間の隙間の清掃性を向上させることを目的としている
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明に係るトイレ装置においては、ボウル部を有する便器本体上面に固定された後ベ
ースプレートと、便器本体の上面に固定されたプレートと、このプレートに対して固定及
び離反可能であり、前記後ベースプレートの後方位置において第１の回動軸回りに回動自
在に連結され、前方が便器本体上面より上昇可能なプレートと、を有する前ベースプレー
トと、前記後ベースプレート上に設置され便器本体へ供給する水を貯水するタンクと、前
記前ベースプレート上に設置され人体局部を洗浄する局部洗浄機構と、給水源からの水を
前記タンク又は前記局部洗浄機構の一方へ給水する、途中に分岐接続部を備えた第１の給
水管と、前記第１の給水管の前記分岐接続部に接続され、前記タンク又は前記局部洗浄機
構の他方へ給水する第２の給水管と、前記タンクと、前記局部洗浄機構と、前記第１の給
水管と、前記第２の給水管とを覆うケーシングと、を備え、前記第１の給水管と前記第２
の給水管とは、前記分岐接続部の軸心である第２の回動軸周りに回動自在に接続されてお
り、前記第１の回動軸と前記第２の回動軸とは同一軸線上に配置されていることを特徴と
する。

【０００９】
　このような構成により、第１の回動軸と、第２の回動軸が同一軸線上に配置されたこと
によって、前ベースプレートを上昇させる際に、第１の給水管と第２の給水管とを接続し
ている分岐接続部がスムーズに回動するため、第１の給水管と第２の給水管との接続を外
さなくても、前ベースプレートを上昇させることが可能であり、便器上面の清掃性を向上
させることができる。
　また、後ベースプレートに対して前ベースプレートの前方が上昇する構成であるため、
第１の給水管と第２の給水管としてフレキシブル管を用いる必要がなく、これら第１の給
水管と第２の給水管がカバーケーシング内で占めるスペースが大きくならず、トイレ装置
を小型化することができる。
【００１０】
　また、本発明に係るトイレ装置においては、好ましくは、前記前ベースプレートに形成
された一対の給水軸受け部と、前記第１の給水管と前記第２の給水管に夫々形成された給
水管回動軸とを備え、この給水管回動軸を前記給水軸受け部に嵌め込むことで、前記第
１の給水管と前記第２の給水管とは、前記第２の回動軸周りに回動自在に構成されており
、前記第１の給水管と前記第２の給水管の内、前記タンクに給水する給水管は、前記前ベ
ースプレートの上方に、この前ベースプレートの上昇時に干渉しない空間を隔てて配置さ
れていることを特徴とする。
【００１１】
　このような構成により、第１の給水管と第２の給水管とは、後ベースプレートの一対の
給水軸受けに嵌め込まれて相対的に回動することになるため、分岐接続部における接続状
態を維持することが可能となり、漏水の発生を抑えることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のトイレ装置によれば、第１の給水管と第２の給水管との接続を外さなくても、
前ベースプレートを上昇させることが可能であり、便器上面の清掃性を向上させることが
でき、また、第１の給水管と第２の給水管がカバーケーシング内で占めるスペースが大き
くならず、トイレ装置を小型化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態にかかるトイレ装置を表す斜視模式図である。
【図２】本実施形態にかかるトイレ装置においてハンドルを回動させた状態を表す斜視模
式図である。
【図３】本実施形態のベースプレートを上側から眺めた模式図である。
【図４】本実施形態の前ベースプレートの第２プレート、第３プレートを上側から眺めた
模式図である。
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【図５】本実施形態の後ベースプレートを上側から眺めた模式図である。
【図６】本実施形態の後ベースプレート、第２、第３プレートとの取り付け状態を上側か
ら眺めた模式図である。
【図７】本実施形態の昇降装置の分解斜視図である。
【図８】本実施形態の昇降装置により、前ベースプレートが傾斜した状態を示す模式図で
ある。
【図９】本実施形態のトイレ装置におけるケーシングを外した状態の斜視図である。
【図１０】本実施形態のトイレ装置におけるケーシングを外した状態の後方から見た斜視
図である。
【図１１】本実施形態の給水管の収納状態を示す一部切欠き断面図である。
【図１２】本実施形態において前ベースプレートが傾斜した状態における給水管の状態を
示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。図１は、本実施形態にか
かるトイレ装置を表す斜視模式図である。また、図２は、本実施形態にかかるトイレ装置
においてハンドルを回動させた状態を表す斜視模式図である。
【００１５】
　本実施形態にかかるトイレ装置１００は、前部にボウル部８１０を有する便器８００の
上部に設置されている。トイレ装置１００は、ボウル８１０の後方上部に設置されたケー
シング２００と、そのケーシング２００に対して開閉自在に軸支された便座３００および
便蓋４００と、を有する。また、ケーシング２００の内部には、便座３００に座った使用
者の「おしり」などの洗浄を実現する局部洗浄機構が内蔵されている。また、ケーシング
２００の内部には、便器８００のボウル部８１０を洗浄水により洗浄可能な便器洗浄機構
が内蔵されている。
【００１６】
　なお、局部洗浄機構としては、例えば、便器８００のボウル８１０内の空気を吸い込み
、フィルタや触媒などを介して臭気成分を低減させる脱臭機能部や、便座３００に座った
使用者の「おしり」などに向けて温風を吹き付けて乾燥させる温風乾燥機能部や、トイレ
室内に温風を吹き出してトイレ室を暖房する室内暖房機能部などを備えていてもよい。
【００１７】
　なお、本実施形態における便器洗浄機構としては、洗浄水を貯水するタンクと、タンク
へ洗浄水を給水する給水機構と、タンクに貯水した洗浄水を、便器８００のボウル部８１
０に排水する排水機構からなる。
【００１８】
　また、便器８００の後方側部には、パネル８３０が設けられている。これによれば、パ
ネル８３０は、便器８００の側面や適宜設けられた配管などを覆い隠すことができるため
、意匠性を確保することができる。
【００１９】
　ケーシング２００の下部には、図１に表したように、ハンドル（作動部）５４０が設け
られている。使用者は、例えば手などを利用することにより、ハンドル５４０を右側方に
引き出すことができる。そしてさらに、使用者は、図２に表した矢印Ａ２のように、その
引き出したハンドル５４０を回動させることができる。そうすると、ケーシング２００の
前方側は、図２に表した矢印Ａ３のように、ケーシング２００の後方側を中心として回動
し、便器８００の上面８２０から上昇して離間できる。
【００２０】
　そうすると、図２に表したように、ハンドル５４０を矢印Ａ２の方向に回動させる前、
すなわちケーシング２００の前方側が上昇する前よりも大きな隙間が、ケーシング２００
と、便器８００の上面８２０と、の間において生ずる。これによれば、使用者は、ケーシ
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ング２００と、便器８００の上面８２０と、の間の隙間から清掃用具や手などを入れるこ
とにより、その隙間の部分を容易に清掃することができる。
【００２１】
　また、ケーシング２００と、便器８００の上面８２０と、の間の隙間に汚れやゴミが溜
まったままの状態となることを抑制することができる。そのため、便器８００の上面８２
０との間の隙間から異臭が発生することを抑制することができる。またさらに、本実施形
態では、ケーシング２００の全体を上昇させるわけではなく、ケーシング２００の前方側
を回動させて上昇させるため、ケーシング２００に内蔵された局部洗浄機構、ほとんど伸
縮しない。そのため、ケーシング２００の前方側の昇降時には、これらの配管および配線
などが破損したり損傷を受けるおそれは少ない。また、便器洗浄機構は、上昇に伴い、変
化することがない。
【００２２】
　次に、前ベースプレート１０、後ベースプレート２０の取り付け構造について、図面を
参照しつつ詳細に説明する。　図３は、本実施形態のベースプレートを上側から眺めた模
式図である。また、図４は、本実施形態の前ベースプレートの第２プレート、第３プレー
トを上側から眺めた模式図である。図５は、本実施形態の後ベースプレートを上側から眺
めた模式図である。図６は、本実施形態の後ベースプレート、第２、第３プレートとの取
り付け状態を上側から眺めた模式図である。
【００２３】
　図３～図６に表したように、便器８００に取り付けられるベースプレートは、前ベース
プレート１０と、後ベースプレート２０と、を有する。局部洗浄機構は、前ベースプレー
ト１０に搭載され、前ベースプレート１０を介して、便器８００に取り付けられる。便器
洗浄機構は、後ベースプレートに搭載され、後ベースプレート２０を介して、便器８００
に取り付けられる。前ベースプレート１０と、後ベースプレート２０は、その上方をケー
シング２００により覆われている。前ベースプレートは、第１プレート１と、第２プレー
ト２と、第３プレート３と、を有する。
【００２４】
　第１プレート１は、第３プレート３の前方側３０に第１プレート１の後方側が積載され
る形で、第３プレート３に固定されている。第３プレート３は、第３プレート３に設置さ
れた昇降装置５００のロック機構により第２プレート２に対して、固定及び離反可能とな
っている。また、図６に表したように、第２プレート２と、第３プレート３との固定状態
においては、第３プレート３の前方部が、第２プレート２の上方に積載される形で、第３
プレート３と第２プレート２とが固定されている。なお、図６に示すように、第３プレー
ト３の後方に一方側には、局部洗浄機構や便器の洗浄水を貯水するタンクに向けて水を供
給する給水管を配置するための一対の給水軸受け部５０が形成されている。
【００２５】
　図４（ｂ）に表したように、第２プレート２には、ナット挿入孔６が形成されている。
ナット挿入孔６を介して、第２プレート２が、便器８００に取り付けられる。結果、第１
プレート１、第２プレート２、第３プレート３とからなる前ベースプレート１０が、便器
８００に固定されることになる。
【００２６】
　図５に表したように、後ベースプレート２０は、ナット挿入孔７が形成されており、ナ
ット挿入孔７を介して、便器８００に取り付けられている。また、後ベースプレート２０
には、回動軸受け部５が形成されている。一方、図４（ａ）に表したように、第３プレー
ト３には、回動軸４を備えている。回動軸４が、回動軸受け部５に嵌挿されることで、第
３プレート３と後ベースプレート２０とが、第３プレートが、回動軸４を中心に、回動可
能に固定されている。
【００２７】
　また、後ベースプレート２０と、第２プレート２とを、便器８００に固定した状態にお
いて、第２プレート２の後方側の一部９は、後ベースプレート２０の前方側の一部８の上
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方に積載されている。この構成により、便器８００の上面８２０にうねりがあったとして
も、第２プレート２を、略水平に取り付けることができるので、第１プレート１と、局部
洗浄機構と、ケーシング２００と、を略鉛直方向に対して、後述する昇降装置５００によ
り、安定して傾斜させることができる。
【００２８】
　次に、昇降装置５００の詳細構造について、図面を参照しつつ説明する。図７は、本実
施形態の昇降装置の分解斜視図である。図８は、本実施形態の昇降装置により、前ベース
プレートが傾斜した状態を示す模式図である。
【００２９】
　本実施形態の昇降装置５００は、図７に表したように、第３プレート３に設置されてい
る。　昇降装置５００は、回動軸５３０と、回動軸５３０の一端に固定されたハンドル５
４０と、回動軸５３０の中間部に固定された支柱（受け部）５５０と、フック５７０と、
フック５７０を移動させるスライダ５６０と、カバー５２０と、第３プレート３に形成さ
れたケース５１０を有する。
【００３０】
　回動軸５３０には、ばね（付勢部材）５８６が挿入されており、そのばね５８６を押さ
える第１のばね押さえ５８５およびブッシュ５８７が取り付けられている。また、ケース
５１０には、回動軸５３０の先端部の回動をロックするロック部材５８１が固定される。
スライダ５６０は、その側面から側方に突出した突部５６１を有し、その突部５６１には
ばね５８９が挿入される。また、回動軸５３０には、スライダ５６０を回動軸５３０の軸
方向に移動させる第２のばね押さえ５８３が取り付けられている。
【００３１】
　フック５７０は、その上面に溝部５７１を有する。一方、スライダ５６０は、下面から
下方に突出した略円筒状の突部５６３と、前面から前方に突出した突部５６５と、を有す
る。スライダ５６０の突部５６３と、フック５７０の溝部５７１と、は互いに係合可能で
あり、突部５６３は、溝部５７１内を移動することができる。そして、スライダ５６０が
回動軸５３０の軸方向に移動することにより、すなわちスライダ５６０の突部５６３がフ
ック５７０の溝部５７１内を移動することにより、フック５７０の一部は、ケース５１０
から進出したり後退したりできる。また、支柱５５０は、回動軸５３０に取り付けられた
状態において、左右側方に突出した係合凸部５５１を有する。
【００３２】
　そして、回動軸５３０の一部、支柱５５０、スライダ５６０、ロック部材５８１、第１
および第２のばね押さえ５８３、５８５、ブッシュ５８７、およびばね５８６、５８９は
、ケース５１０に収納され、その上をカバー５２０により覆われている。
【００３３】
　次に、昇降装置５００により、前ベースプレート１０の前方側を上昇させる機構につい
て説明する。　本実施形態のフック５７０は、昇降装置５００の外部へ向かって突出した
爪部を有する。一方、第２プレート２は、フック５７０の爪部と係合可能な係合溝を有す
る。そして、フック５７０の爪部と、係合溝と、は互いに係合している状態で、第２プレ
ート２と第３プレート３とが、固定されている。
【００３４】
　そのため、この状態から、例えば、使用者が無理にあるいは悪戯にケーシング２００の
前方側を上昇させようとしても、爪部と係合溝とが互いに係合しているため、フック５７
０を有する昇降装置５００は、この状態から上昇することはできない。つまり、昇降装置
５００が取り付けられた第３プレート３は、図３に表したように、第２プレート２と固定
されている状態から上昇することはできない。
【００３５】
　これにより、使用者が無理にあるいは悪戯にケーシング２００の前方側を持ち上げて上
昇させようとしても、ケーシング２００は、その状態から上昇することはできない。その
ため、本実施形態にかかるトイレ装置の昇降装置５００などが破壊したり破損したりする
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ことを抑制することができる。
【００３６】
　一方、使用者が、ハンドル５４０を回動させ、前ベースプレート１０の前方側を上昇さ
せようとしても、爪部と係合溝とが係合したままでは、前ベースプレート１０の前方側は
上昇できない。そこで、本実施形態にかかるトイレ装置では、使用者がハンドル５４０を
図２に表した矢印Ａ１のように引き出すと、フック５７０の爪部は、昇降装置５００のケ
ース５１０内に後退できる。これにより、爪部と係合溝との係合が解除され、前ベースプ
レート１０の前方側は、便器８００の上面８２０から上昇して離間することができる。
【００３７】
　この状態において、図２に表した矢印Ａ２のように、使用者がハンドル５４０を回動さ
せると、支柱５５０は、回動軸５３０を介して伝達されたハンドル５４０からの回動力を
受け、回動する。すなわち、使用者がハンドル５４０を回動させると、支柱５５０は、第
３プレート３の下面からみて倒立した状態となる。
【００３８】
　そうすると、支柱５５０は、図８に表したように、第３プレート３に支持される。その
結果として、支柱５５０は、昇降装置５００が付設された第３プレート３に固定された第
１プレート１、つまり、前ベースプレート１０の前方側を、第３プレートの回動軸４を支
点として、便器８００の上面８２０から上昇させ離間、傾斜させることができる。支柱５
５０が回動する際には、回動軸５３０に固定されていない側の支柱５５０の端部は、第３
プレート３の表面と当接しつつその表面上をスライドする。
【００３９】
　これによれば、使用者は、より小さな力で楽にハンドル５４０を回動させ、前ベースケ
ーシング２００の前方側を便器８００の上面８２０から上昇させ離間させることができる
。また、これによれば、前ベースプレート１０の前方側が、便器本体の上面から上昇する
ことにより、前ベースプレート１０と、前ベースプレートに搭載される局部洗浄機構と、
ケーシング２００と、が傾斜可能であるので、耐久性や大きな力を必要な大掛かりな装置
を用いなくて、簡単に上昇させることができる。そのため、容易に、ケーシング２００と
、便器８００と、の間の隙間に溜まった汚れやゴミを容易に清掃することができる。
【００４０】
　また、第３プレート３の回動軸を支点に、第３プレート、第１プレートが傾斜して上昇
するので、大掛かりな装置を用いなくても、簡単に前ベースプレート１０と、局部洗浄機
構と、ケーシング２００と、を傾斜させることができる。
【００４１】
　次に、便器洗浄機構や局部洗浄機構への給水構造について説明する。図９は本実施形態
のトイレ装置におけるケーシングを外した状態の斜視図であり、図１０は本実施形態のト
イレ装置におけるケーシングを外した状態の後方から見た斜視図であり、図１１は本実施
形態の給水管の収納状態を示す一部切欠き断面図であり、図１２は本実施形態において前
ベースプレートが傾斜した状態における給水管の状態を示す側面図である。これらの図面
において、前ベースプレート１０については、局部洗浄機構の主要部が搭載されている第
１プレートについては省略した状態を示している。
【００４２】
　図９及び図１０に示すように、便器８００の後方の左側に給水本管６０が接続されてお
り、給水源から水を給水可能となっている。給水本管６０から供給された水は、第３プレ
ート３の上面に前後方向に配置された第１の給水管によって、第３プレート３の先端に配
置された局部洗浄電磁弁１４に向けて給水されると共に、タンク２２の側面に沿って、後
方から前方に向けて斜めに立ち上がるように配置された第２の給水管によってタンク電磁
弁２４に給水可能に構成されている。
【００４３】
　第１の給水管７０によって局部洗浄電磁弁１４に向けて給水された水は、図示しない局
部洗浄機構の動作指令に基づいて局部洗浄電磁弁１４が開弁すると、加熱手段によって温
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水とされて吐水ノズルから人体の局部に向けて吐水可能となっている。また、第２の給水
管８０によってタンク電磁弁に向けて給水された水は、便器８００の洗浄のためにタンク
２２に貯められた洗浄水が排出されてタンク２２内の水位が低下すると、その水位低下を
図示しないフロートスイッチなどによって検出してタンク電磁弁２４を開弁することで、
タンク２２に向けて給水可能となっている。このように、局部洗浄電磁弁１４やタンク電
磁弁２４が閉弁時においては、第１の給水管７０や第２の給水管８０には、給水源からの
給水圧が常時かかっているため、これら第１の給水管７０や第２の給水管８０については
、耐圧製に優れた金属製の非フレキシブル管が用いられている。勿論、複数の管を継ぎ手
によって接続することによって構成することもできる。
【００４４】
　給水本管６０からの給水を第１の給水管７０と第２の給水管８０とに分岐するための構
成について図１１に基づいて説明する。給水本管６０と第１の給水管７０とは、止め輪（
図示せず）によって接続されている。給水源から給水本管６０によって供給された水は第
１の給水管７０に供給される。この第１の給水管７０には、この第１の給水管の水流とは
直交するように、給水管回動軸７２と分岐接続部７４とが同一軸線上に形成されている。
分岐接続部７４には、第２の給水管８０の一端が回動自体に挿入されて連結される。この
第２の給水管８０の一端側はエルボ形状となっており、分岐接続部７４へ挿入される一端
部と同軸上に給水管回動軸８２が形成されている。
【００４５】
　そして、第１の給水管７０と第２の給水管８０とは、分岐接続部７４の軸心である第２
の回動軸周りに回動自在に接続されている。具体的には、給水管回動軸７２、８２とが、
第３プレートに形成されている一対の給水軸受け部５０に嵌め込んで固定されていること
によって、分岐接続部７４における接続状態を維持して漏水の発生を抑えながら、第１の
給水管７２は第２の給水管８０に対して回動可能となっている。
【００４６】
　また、第３プレート３に形成された回転軸４が後ベースプレート２０の回転軸受け部５
に嵌まり込むことによって、前ベースプレート１０の前方が上昇時に回動するための第１
の回動軸形成されている。この第１の回動軸に対して、分岐接続部７４の軸心である第２
の回動軸とは同一軸線上に配置されていることによって、第１の給水管７０と第２の給水
管８０との接続を外さなくても、前ベースプレートを上昇させることが可能である。
【００４７】
　前ベースプレート１０の一部である第３プレート３の前側を上昇させた状態について、
図１２に基づいて説明する。図１１に示す回転軸４の軸心である第１の回動軸を軸心とし
て、第３プレート３の前側が上昇する過程においては、この第３プレート３の上面に沿っ
て固定されている第１の給水管７０については、分岐接続部７４の軸心である第２の回動
軸を軸心として回動することによって、前方側が上昇する。その結果、図１２に示すよう
日、第１の給水管７０は前方側（図１２における右側）に向けて上昇するように傾斜する
。
【００４８】
　一方、第２の給水管８０については、下流側が、第３プレート３の回動時でも動かない
ように便器８００に対して固定されているタンク２２のタンク電磁弁２４接続されている
ことによって、この第２の給水管の上流側は分岐接続部７４において第１の給水管７０の
回動時でも回動することがなく、第２の給水管８０は、図１２に示すように、タンク後方
から前方に向けて斜め上方に立ち上がる姿勢が変化することはない。なお、第２の給水管
８０は、分岐接続部７４の軸心である第２の回動軸からタンク電磁弁２４に向けて立ち上
がる仰角が、上昇する第３プレート３の上昇回動時の仰角よりも大きいため、第３プレー
ト３の上昇回動時においても、第２の給水管と第３プレート３との間には空間が存在する
ことになり、第３プレート３の上昇回動と干渉して、その上昇回動をを妨げることがない
。
【符号の説明】
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【００４９】
　１：１プレート、　２：第２プレート、　３：第３プレート、　４：回動軸、　５：回
動軸受け部、　６：ナット挿入孔、　７：ナット挿入孔、　８：後ベースプレートの前方
側の一部、　９：第２プレートの後方側の一部、　１０：前ベースプレート、　１４：局
部洗浄電磁弁、　２０：後ベースプレート、　２２：タンク、　２４：タンク電磁弁、　
３０：第３プレートの前方側、　５０：給水軸受け部、　６０：給水本管、　７０：第１
の給水管、　７２：給水管回動軸、　７４：分岐接続部、　８０：第２の給水管、　８２
：給水管回動軸、　１００：トイレ装置、　２００：ケーシング、　３００：便座、　４
００：便蓋、　５００：昇降装置、　５１０：ケース、　５２０：カバー、　５３０：回
動軸、　５４０：ハンドル、　５５０：支柱、　５６０：スライダ、　５６１：突部、　
５６３突部、　５６５：突部、　５７０：フック、　５７１：溝部、　５８１：ロック部
材、　５８３：第２のばね押さえ、　５８５：第１のばね押さえ、　５８６：ばね、　５
８７：ブッシュ、　５８９：ばね、　８００：便器、　８１０：ボウル部、　８２０：上
面、　８３０：パネル

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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